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高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種に関する手引き 

（施設用） 

 

 

 事業概要 

平成 26 年 10 月 1 日から、高齢者の肺炎球菌ワクチンが定期接種として追加されました。令和６

年４月１日より国が定める定期接種の対象者に変更がありました。市では、国が定める定期接種の

対象者に加え、市独自の制度として、令和６年度に限り定期接種の対象外となる者へ接種費用の一

部を助成します。詳細は以下のとおりです。 

 
 

国制度に基づく助成事業 

（定期接種） 

市独自制度に基づく助成事業 

（任意接種） 

令和 5 年度 
 

対象者 

① 接種日時点で 65 歳の者 

  

② 60歳以上 65歳未満の者であって、

心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能

又はヒト免疫不全ウイルスによる 

免疫の機能に障害を有する者 

（確認できるものが必要） 

66 歳以上の定期接種対象外の者 

市民負担額 4,000 円 4,000 円 

低所得者負担額 0 円 0 円 

接種（助成） 

回数 

1 回 

※過去に接種した場合は対象外。 

1 回 

※過去に自費で接種した回数はカウントしない。 

※ただし、平成 26 年 10 月 1 日以降、当助成

事業（定期接種・任意接種）を使って接種した

場合は、利用できない。 

 

健康被害 

救済制度 
予防接種健康被害救済制度 医薬品副作用被害救済制度 
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1． 実施期間   令和６年１０月１日～令和７年１月３１日 

       （高齢者のインフルエンザ予防接種の実施期間と同様の期間に限る） 

            ※実施医療機関では令和７年３月３１日まで接種ができます。 

 

2． 対象者 

接種日において、堺市に住民登録のある施設入所者で、下記の要件に該当する者。 

(1) 定期接種 
 

①  接種日時点で 65 歳の者 

②  接種日において 60 歳～65 歳未満の市民のうち、心臓、じん臓、呼吸器の機能又はヒト

免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有し、その障害が身体障害者手帳１級程度の者 

※ ②に該当する方については、１級の身体障害者手帳の写し又は医師の診断書等、接種対

象者であることの認定に必要と思われる資料の確認をお願いします。この資料（写し）は、

接種後の請求に際し、予防接種実施報告書に添付してください。 

※ 身体障害者手帳をコピーする場合は、書類の添付が必要であることを本人に説明し、同

意を得たうえ、コピーしてください。 

※ 身体障害者手帳をコピーする際は、氏名が記載されているページと障害名及び等級が記

載されているページの両方が必要となります。 

※ 過去に、23 価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを 1 回以上接種した者は、 

当該予防接種を定期接種として受けることはできません。 

 

※ 高齢者の肺炎球菌ワクチンの予防接種を行うにあたっては、予診票等により、必ず当該 

予防接種の接種歴について確認を行ってください。 

 

 

(2) 任意接種（ 市独自の助成制度 ）※令和６年度に限る 
 

 ６６歳以上の、定期接種の対象外となる者 

※ 平成 26 年 10 月 1 日より前に、23 価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを 1 回  

以上接種した者であっても、当該予防接種を任意接種として助成を受けることができます。 

※ ただし、平成 26 年 10 月 1 日以降、当助成事業（定期接種・任意接種）を使って接種を

行った場合は、利用できません。 

※ 高齢者の肺炎球菌ワクチンの予防接種を行うにあたっては、予診票等により、必ず当該予防

接種の接種歴について確認を行ってください。 
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◎ 堺市に住民登録の無い方が、定期接種として接種する場合は予防接種実施依頼書が必要となります。 

ただし、任意で接種される場合、予防接種実施依頼書は必要ありません。また、どちらの場合も接種

費用については全額自己負担となります。堺市に請求することはできませんのでご注意ください。 

《インフルエンザ予防接種及び新型コロナウイルス感染症予防接種とは、取扱いが異なります》 

 

3． 接種回数と接種量 

23 価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを使用し、１回皮下または筋肉内に注射してくだ

さい。接種量は 0.5mL です。 

 

4． 施設での受付 

施設入所者が、接種を希望される場合は、次の要領で受け付けてください。 

(1) 健康保険証など本人確認書類で住所（堺市に住民登録のある者に限ります）、氏名、生年月日（年

齢）を確認し、対象者である方のみ受け付けてください。 

(2) 接種日は、施設で設定してください。 

(3) 接種日の指示は、本人の健康状態の良いときに接種ができるよう配慮してください。 

 

5． 接種当日 

(1) 予診票の 1 枚目にある「高齢者の肺炎球菌ワクチンの接種について」を読んだか確認してくだ

さい。まだお読みでないときには、接種までに「高齢者の肺炎球菌ワクチンの接種について」

をよく読むよう指示してください。 

(2) 予防接種実施申込書は、「高齢者の肺炎球菌予防接種実施申込書及び予診票」をご使用ください。 

(3) 被接種者に実施申込書及び予診票を記入してもらい、記入漏れや記入誤りがないか、確認を行

ってください。 

(4) 検温、問診及び視診、聴診等の診察を接種前に行い、予診票に必要事項を記入し、総合判定の

結果、接種可能なときには、改めて接種の意思確認を行い、予診票にサインをしてもらったう

えで接種を行ってください。 

注意事項 

「定期接種」と「任意接種」、どちらの対象者になるか「予診票の右上のチェックボックス」を

利用して、必ず確認してください。 

 

 

6． 予診票（複写になっており、3 枚目が実施報告書及び接種済証になっています。） 

(1) 予診票は、接種事故が起こったときの基礎資料となるものですので、記入漏れのないように  

してください（予診票は接種後 5 年間保存してください。）。 
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(2) 被接種者の記入責任を明確にするため、署名欄は自署（もしくは代理人による署名）してもら

ってください。 

(3) 医師記入欄は、問診するごとに記入し、署名あるいは押印してください。 

(4) 予診票の設問の回答については、総合判定により接種可否の判断を行ってください。 

 

7． 接種後の取扱い 

(1) 接種済みの記録は、「高齢者の肺炎球菌予防接種済証」に記入押印し、自己負担金「あり」又は

「なし」にチェック☑をして本人にお渡しください。 

(2) 被接種者には、「高齢者の肺炎球菌ワクチンの接種について」の４番目、「接種後の注意」を読

むように指示してください。 

(3) 接種後は、健康状態に十分注意し、異常があれば速やかに医師の診察を受けるよう説明してく

ださい。 

(4) 予防接種実施報告書については、接種を行った場合、接種の適応欄にワクチンのロットナンバ

ーを記入するか、ワクチンに添付されているシールを貼り付け、施設名および医師名を記入し

てください。医療機関コード欄には、「９９０００００」とご記入ください。また、自己負担金

免除該当者の場合は、生活保護世帯・中国残留邦人等支援給付世帯及び市民税非課税世帯に属

することを証明する書類を確認の上、自己負担金免除に該当する者（医療機関確認欄）欄にチ

ェック☑をし、請求時に添付してください。 

 

8． 自己負担金及び自己負担金免除 （詳細は補足資料をご覧ください） 

(1) 被接種者の自己負担金は、４，０００円です。本人から徴収してください。 

(2) 次の方は自己負担金が免除されます。 

① 令和６年度市民税非課税世帯に属する方 

② 生活保護世帯に属する方 

③ 中国残留邦人等支援給付世帯に属する方 

※ 接種希望者が、①～③の世帯に属することを証明する書類等をお持ちの場合は、自己負担金を

免除されます。本人からの申し出があり、該当者であることが確認できれば、請求書にその写し

を添付してください。 

※ 確認書類は下記のものに限ります。 

▽ 非課税世帯に属することを証明する書類 

・令和６年度介護保険料（確定保険料）納入通知書 

（所得段階区分が第 1 段階～第 3 段階の記載があるものに限る） 

・介護保険負担限度額認定証   
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・後期高齢者医療限度額適用/標準負担額減額認定証 

（適用区分に「現役Ⅰ」「現役Ⅱ」の記載があるものは対象外）  

▽ 生活保護世帯に属することを証明する書類 

・生活保護法医療券／調剤券 

・生活保護受給証または生活保護受給証明書  

▽ 中国残留邦人等支援給付世帯に属することを証明する書類 

・本人確認証  

※ 令和６年 1 月 1 日現在、堺市内に住民登録のある入所者の方で、令和６年度市民税非課税世帯

に属することを確認できる書類をお持ちでない方については、保健センターまたは保健所感染症

対策課へ「予防接種自己負担金免除申請書」をもって申請をし、該当者であることが確認できれ

ば、「予防接種無料受診券」を発行します。 

※ 申請者は受診者本人となります。代理人が申請を行う場合は委任状が必要となりますのでご注

意ください（施設長名等で申請されると委任状が必要となります）。なお、施設の方が代理人と

して申請を行っていただく際には、申請書中のマイナンバー記入欄は空白（書かずに）で申請し

ていただきますよう、お願いいたします。 

(3) 無料受診券は接種者名簿と一緒に１か月分をとりまとめ、必ず受託料請求書に添付し、提出して

ください。無料受診券の記載内容で、他に希望するワクチンが未接種であると確認できた場合は、

無料受診券のコピーを請求時に添付し、原本は本人に返却してください。 

※ 「予防接種無料受診券」は必ず接種前に発行を受けてください。接種後の申請は出来ませんの

でご注意ください。（発行日が接種日の翌日以降となっているものは無効） 

※ 被接種者が支払った後に、堺市から費用をお返しする償還制度はありません。 

 

9． ワクチンの確保及び保管並びに接種時の注意 

(1) ワクチン及び接種器具等の確保並びに保管は、各医療機関で行ってください。 

(2) ワクチンは遮光し、凍結を避けて 8℃以下で保存してください。 

(3) ワクチンのバイアル瓶は、瓶のせん及び周囲をアルコール消毒した後、吸引してください。 

(4) 注射筒、注射針は、消毒の完全を期するため、ディスポーザブルのものを使用し、必ず１人に

1 針・1 筒で注射してください。 

(5) 予防接種は、上腕伸側に行い、接種部位はアルコールで消毒してください。 

 

10． 請求方法等 

(1) 委託料（消費税含む） 

・自己負担金徴収分   ４，５０８円 

・自己負担金免除分   ８，５０８円 
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(2) 請求方法 

高齢者の肺炎球菌予防接種実施報告書（予診票の 3 枚目）、自己負担金免除を証明する書類及

び「2．対象者(1)定期接種②」の障害を認定する資料をとりまとめたうえで、接種者名簿に添

付し、「高齢者の肺炎球菌予防接種受託料請求書」（様式第 4 号）と共に、1 か月分をとりまと

めて速やかに、堺市保健所感染症対策課に提出してください。 

なお、内訳表については、高齢者の肺炎球菌予防接種実施報告書の左上部の空白スペースに

通し番号を記入し、内訳表の番号と一致するようにしてください（施設において名簿等を作成

している場合は、それを提出いただいても結構です。）。 

 受託料の支払は、各施設の指定する銀行口座に振り込む方法によります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11． その他 

(1)  ワクチンの特徴及び接種上の注意と副反応については、別添の「B 類疾病予防接種ガイドラ

イン」を参照してください。 

(2)  肺炎球菌感染症は、予防接種法に規定する B 類疾病に分類され、主に個人予防目的のために

行うものとなっており、対象者に接種を受ける努力義務はありません。対象者が接種を希望す

る場合にのみ接種を行ってください。 

(3)  対象者の意思確認が困難な場合は、家族又はかかりつけ医の協力により対象者本人の意思確

認を行ってください。対象者の意思確認が最終的にできない場合は、接種を行うことはできま

せん。 

6 

３ 4 65 ２ 
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(4)  脾臓摘出術を受けた方の肺炎球菌の予防接種は健康保険適応となります。予防接種の公費助

成と健康保険を併用することはできません。 

(5)  公害認定をうけている方の肺炎球菌の予防接種は、公害医療の療養費の給付対象となります

ので、予防接種の公費助成ではなく、公害医療として診療報酬（レセプト）で請求してくださ

い。その場合、公害認定患者の自己負担金は発生いたしません。公害診療報酬について不明な

点につきましては、堺市保健所の保健医療課（TEL：072-228-7582）へお問い合わせく

ださい。 

(6)  予防接種を受けたことで、万一その副反応疑いとして認められる疾病や障害などの健康被害

が発生した場合は、保健所感染症対策課へご連絡ください。 

また、平成 25 年 4 月 1 日より、病院若しくは診療所の開設者又は医師（以下「医師等」

という。）は、厚生労働大臣が定める症状を呈していることを知ったときは、厚生労働大臣に

報告することが義務付けられました。報告基準に該当する症状を診断した場合には、速やかに、

独立行政法人  医薬品医薬機器総合機構の電子報告システム「報告受付サイト」

（https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/0002.html）にて報告してください。電

子報告が困難な場合においては別添様式 1 を用いて、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

へ FAX（FAX 番号：0120-176-146）で送付してください。 

(7)  長期にわたる疾病等のため定期接種を受けられなかった者に対する機会の確保 

免疫機能の異常など、長期にわたる重篤な疾患等の特別の事情により定期接種を受けられな

かった者が、当該事由が消滅した後、1 年以内であれば、政令の対象年齢を超えていても、定

期接種として実施可能です。この場合、「特別の事情」の内容が分かる医師からの「意見書」

または「診断書」等が必要になります（文書料等が発生する場合、公費負担の対象となりませ

んので、患者負担となります。）。詳しくは保健所感染症対策課までお問い合わせください。 

 

    注意事項 

    ・堺市外に住民登録のある方への接種について、堺市からの公費負担はありません。 

     ※ 定期接種に該当する方は、住民登録のある市町村から、堺市長宛ての予防接種実

施依頼書が必要となります。この場合も費用は全額自己負担となります。本人から

住民登録のある市町村に問合せをするよう説明してください。 

     ※ 接種希望者の住所確認は必ず行ってください。 

 

    ・肺炎球菌ワクチンの効果は、健康な人では少なくとも５年間は持続するとされていま 

す。また、過去５年以内に接種を行ったことがある場合、再接種は、初回接種よりも

副反応の頻度が高く、程度が強く発現すると報告されています。 

 

     








